
あおばインキュベーションスクエア入居規程 
 
 （目的） 
第１条 本規程は，あおばインキュベーションスクエア（以下「ＡＩＳ」という。）の入

 居審査等を適正かつ効率的に行うため必要となる事項を定めるものとする。 
 
 （定義） 
第２条 この規程において「中小企業者等」とは，次の各号に掲げるものをいう。 
 （１）中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する中小企業者 
 （２）中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）第３条第１項に

   規定する中小企業団体（ただし，火災共済協同組合，信用協同組合及び同組合連合

   会並びに商工組合連合会は除く。） 
 （３）その他財団法人みやぎ産業振興機構理事長（以下「理事長」という。）が適当と

   認めた団体 
 
 （基本方針） 
第３条 理事長は，大学等研究機関が有する技術シーズの事業化に向けた産学官共同研究

 等を通して，地域企業の研究開発力及び技術開発力の向上を図るとともに，研究開発成

 果の企業化に積極的に取り組む研究開発型企業等の立ち上がりの支援を行うことにより，

 地域産業の活性化を図るというＡＩＳの目的に鑑みて入居企業を決定するものとする。 
 
 （入居資格） 
第４条 ＡＩＳへの入居資格は、次の要件を満たす者とする。 

（１）大学等の研究成果を活用又は大学等と連携して研究開発を行い、新たな実用化・事

業化等を目指す中小企業等 

（２）起業又は新事業展開を図ろうとする中小企業者等で、入居審査会が特別に認めた者 

 
 （入居等審査及び決定） 
第５条 入居申込企業等の入居並びに入居企業等の入居継続及び退去の適否については，

 別に設ける入居審査委員会の意見を聴した上，理事長が決定するものとする。 
 
 （入居の適否の審査内容） 
第６条 入居申込企業等の入居の適否判定に当たっては，次に掲げる事項を審査するもの

 とする。 
 （１）事業化計画の内容 
    事業化計画の的確性及び新規性並びにＡＩＳの内外部に対する影響等（別表参 

   照） 
 （２）事業化能力 
    入居申込企業等の技術力及び資金力等 
２ 前項の審査は，原則として入居申込受付日から２ヶ月以内に行うものとする。 



３ 第１項の審査に当たっては，入居申込企業等より次に掲げる書類の提出を受けるもの

 とする。 
 （１）入居申込書 
 （２）事業化計画書 
 （３）会社経歴書，営業報告書，会社案内等 

 （４) 商業登記簿謄本、定款、株主構成員 
 
 （入居期間） 
第７条 入居期間は原則３年以内とする。ただし，理事長が適当と認めた場合は，第８条

 第３項の規定により，入居継続を認める。 
２ 前項の規定による入居継続可能期間は，入居開始から通算して７年とする。 
 
 （事業化計画進捗報告等） 
第８条 入居企業等は，１年毎に事業化計画の進捗状況を理事長に報告するものとする。 
２ 入居企業等は，入居申し込み時点における事業化計画等の変更をしようとする場合は，

 予めその内容を理事長に報告するものとする。 
３ 理事長は，第１項及び第２項の報告を受けた場合は，第６条第１項の審査事項等の審

 査を行い，第５条の規定に基づき入居継続の適否等について決定するものとする。 
４ 理事長は，前項の審査の結果，必要と認められた場合は，入居企業等に対し公的機関

 の実施する各種評価制度等の受講を指導するものとする。 
５ 入居期限内といえども，入居企業等が次のいずれかに該当する場合には，退去させる

 こととする。 
 （１）入居企業等のＡＩＳでの事業内容等が，入居時及び入居継続時の計画内容と明ら

   かに異なる場合 
 （２）賃貸借契約書等の入居の取り決めに違反した場合 
  
 （賃貸料等） 
第９条 賃貸料等は，次のとおりとする。 
 （１）賃貸料（共益費込） 月額２，７００円／㎡ 
     ただし、新規入居の日から１年間は月額2,000円、その後１年間は月額2,350円

とする。 

（２）敷金 なし 
 
 （コンサルタント委託） 
第１０条 入居企業等は，希望があれば別に契約締結の上，技術的アドバイス等コンサル

 タント委託をするものとする。 
 
 （その他） 
第１１条 本規程に定めるもののほか，入居に関し必要な事項は別に定める。 



附     則 
 
 本規程は，平成１６年３月５日から施行する。 

附     則 
 
 本規程は，平成１６年３月２５日から施行する。 

附     則 
 
 本規程は，平成１８年１１月１日から施行する。 

附     則 
 
 本規程は，平成１９年５月１日から施行する。 

 

別     表 
 ＡＩＳの内外部に影響を与える恐れのある実験（例） 

 ・有害な微生物（病原菌等）を扱う実験 
 ・動物を扱う実験 
 ・ポリ塩化ビフェニール等の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に定める

  第１種特定化学物質を使用する実験。ただし，標準物質として分析試験に用いる場

  合を除く。 
 ・放射性同位元素を使用する実験。ただし，法令に基づき放射性同位元素をユニット

  として組み込んだ機器類の使用は可能 
 ・多量な煤煙及び悪臭を発生させる実験。ただし，外部に漏洩しないよう必要な措置

  を施した場合を除く。 
 ・他の研究室に重大な影響を与える恐れのある振動及び騒音並びに強力な電磁場を発

  生させる実験。ただし，外部に対して必要な措置を施した場合を除く。 
 ・多量な危険物等（消防法別表等）を使用し，火災及び爆発等の恐れのある実験 

 


